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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年９月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１月２２日 ０４時４５分ごろ 

発生場所 宮崎県日向市細島港検疫錨地 

 日向市所在の細島灯台から真方位０５１°１,９７０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°２６.１′ 東経１３１°４２.１′） 

事故調査の経過  平成２４年２月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 VERDANT
ヴァーダント

 ISLAND
アイランド

（パナマ共和国籍）、１９,８２２トン 

   ９３３８５３９（ＩＭＯ番号）、AMBITIOUS LINE S.A. 

   １７５.５３ｍ×２９.４０ｍ×１３.７０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６,８４０kＷ、２００６年８月３１日 

Ｂ 漁船 第二十二全功
ぜんこう

丸、４.８１トン 

   ＭＺ３－１００４４（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.３５ｍ（Lr）×２.６７ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和５３年１１月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 一等航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ５９歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１１年１１月２５日 

          （２０１５年１０月５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５６年６月２５日 

    免許証交付日 平成２０年３月７日 

           （平成２５年３月６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾外板の擦過傷 

Ｂ 球状船首部の破損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１９人が乗り組み、バース待ちのため、平成２４年

１月２２日００時００分ごろ細島港東方沖の検疫錨地に錨泊した。 

一等航海士Ａは、甲板員１人と共にレーダーを使用しながら守錨当直を

行っていたところ、Ｂ船が接近していることに気付いたので、注意を喚起

するために探照灯を照射したが、Ｂ船はそのまま接近を続け、０４時４５

分ごろＡ船の右舷船尾にＢ船の船首が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、２１日１０時００分ごろ宮崎県門川

町門川漁港を出港して漁を行ったのち、細島港東方沖を門川漁港へ向けて
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北進していた。 

船長Ｂは、自動操舵として椅子に座り、３～４ノットの対地速力で航行

していたところ、Ａ船が前方約３km に錨泊していることを知ったが、居眠

りに陥り、Ｂ船がＡ船に向けて航行を続け、Ｂ船の船首がＡ船の右舷船尾

に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  Ｂ船は、通常夕刻に出港して漁を行い、翌朝に入港する操業を繰り返し

ていたが、本事故発生の前日は通常より早く出港しており、船長Ｂは、出

港前に十分な睡眠を取れず、本事故当時は眠気を感じていた。 

 船長Ｂは、Ａ船の探照灯の照射に気付かなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、細島港東方沖の検疫錨地において錨泊

中、守錨当直中の一等航海士Ａが、Ｂ船が接近し

ていることに気付き、注意を喚起しようとして探

照灯を照射したが、Ｂ船が、Ａ船に向けて航行を

続け、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、細島港東方沖を北進中、船長Ｂが前方

に錨泊しているＡ船を知っていたものの、居眠り

に陥ったことから、Ｂ船が、Ａ船に向けて航行を

続け、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、睡眠不足により居眠りに陥った可能

性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、細島港東方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が北進

中、船長Ｂが居眠りに陥ったため、Ｂ船がＡ船に向けて航行を続け、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・航行中に眠気を感じたときは、航行を続けずに仮眠を取るなどし、居

眠りに陥って航行することとならないようにすること。 

 




